
議案第６号

杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関す

る条例及び杉並区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的

な支援の方法等の基準に関する条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

平成２８年２月１０日

提出者 杉並区長 田 中 良

杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関す

る条例及び杉並区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的

な支援の方法等の基準に関する条例の一部を改正する条例

第１条 杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関

する条例（平成２５年杉並区条例第４号）の一部を次のように改正する。

第３０条第２項及び第５４条第２項中「この章」を「この節」に改める。

第６５条第１項中「第８条第１９項」を「第８条第２０項」に改める。

第７８条中第２項を第４項とし、第１項を第３項とし、同項の前に次の２項を

加える。

指定認知症対応型通所介護事業者は、指定認知症対応型通所介護の提供に当

たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、区の職員又は指定認知

症対応型通所介護事業所が所在する区域を管轄する法第１１５条の４６第１項

に規定する地域包括支援センターの職員、認知症対応型通所介護について知見

を有する者等により構成される協議会（以下この項において「運営推進会議」

という。）を設置し、おおむね６月に１回以上、運営推進会議に対し活動状況

を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要

な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等につ

いての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。



第７８条に次の１項を加える。

５ 指定認知症対応型通所介護事業者は、指定認知症対応型通所介護事業所の所

在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定認知症対応型通所介護

を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定認知

症対応型通所介護の提供を行うよう努めなければならない。

第７９条第２項に次の１号を加える。

(６) 第７８条第２項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

第１０９条中「第８条第１９項」を「第８条第２０項」に改める。

第１２９条第１項中「第８条第２０項」を「第８条第２１項」に改める。

第１５１条第１２項中「指定短期入所生活介護事業所等」の次に「、指定地域

密着型サービスに該当する地域密着型通所介護の事業を行う者が当該事業を行う

事業所」を加える。

附則に次の１項を加える。

３ 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備

等に関する法律（平成２６年法律第８３号）附則第２０条第１項に規定する通

所介護の事業を行う者が、平成２８年３月３１日までに、厚生労働省令で定め

る別段の申出を行った上で、同年４月１日から第８２条第６項に規定するサテ

ライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所における事業を開始する場合は、

平成３０年３月３１日までの間、第８６条第１項に規定する宿泊室を設けない

ことができる。

第２条 杉並区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法

等の基準に関する条例（平成２５年杉並区条例第５号）の一部を次のように改正

する。

第９条第１項中「第８条第１９項」を「第８条第２０項」に改める。

第３９条中第２項を第４項とし、第１項を第３項とし、同項の前に次の２項を

加える。

指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通

所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、区の



職員又は指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が所在する区域を管轄する

法第１１５条の４６第１項に規定する地域包括支援センターの職員、介護予防

認知症対応型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会（以

下この項において「運営推進会議」という。）を設置し、おおむね６月に１回

以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受け

るとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければ

ならない。

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助

言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。

第３９条に次の１項を加える。

５ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通

所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定介護

予防認知症対応型通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以

外の者に対しても指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を行うよう努めな

ければならない。

第４０条第２項に次の１号を加える。

(６) 前条第２項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

第６２条を次のように改める。

第６２条 削除

第６４条第２項第８号中「第６２条第２項」を「次条において準用する第３９

条第２項」に改める。

第６５条中「、第３７条」を「及び第３７条」に、「及び第３８条」を「から

第３９条まで」に、「読み替える」を「、第３９条第１項中「介護予防認知症対

応型通所介護について知見を有する者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居

宅介護について知見を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」と、「活動状

況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と読

み替える」に改める。

第８５条第２項第７号中「第６２条第２項」を「第３９条第２項」に改める。

第８６条中「、第３８条」を「から第３９条まで」に、「、第６１条及び第６



２条」を「及び第６１条」に、「第５６条中」を「第３９条第１項中「介護予防

認知症対応型通所介護について知見を有する者」とあるのは「介護予防認知症対

応型共同生活介護について知見を有する者」と、「６月」とあるのは「２月」と、

第５６条中」に改め、「、第６２条第１項中「介護予防小規模多機能型居宅介護

について知見を有する者」とあるのは「介護予防認知症対応型共同生活介護につ

いて知見を有する者」と、「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動

状況」とあるのは「活動状況」と」を削る。

附則に次の１項を加える。

３ 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備

等に関する法律（平成２６年法律第８３号）附則第２０条第１項に規定する通

所介護の事業を行う者が、平成２８年３月３１日までに、厚生労働省令で定め

る別段の申出を行った上で、同年４月１日から第４４条第６項に規定するサテ

ライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における事業を開始する

場合は、平成３０年３月３１日までの間、第４８条第１項に規定する宿泊室を

設けないことができる。

附 則

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。

（提案理由）

指定地域密着型サービスの事業の運営の基準等を改める等の必要がある。
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杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関す

る条例及び杉並区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的

な支援の方法等の基準に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表

第１条による改正（杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等

の基準に関する条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

（管理者等の責務） （管理者等の責務）

第３０条 略 第３０条 略

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護 ２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所の管理者は、当該指定定期 看護事業所の管理者は、当該指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

の従業者にこの節の規定を遵守させる の従業者にこの章の規定を遵守させる

ため必要な指揮命令を行うものとす ため必要な指揮命令を行うものとす

る。 る。

３ 略 ３ 略

（管理者等の責務） （管理者等の責務）

第５４条 略 第５４条 略

２ 指定夜間対応型訪問介護事業所の管 ２ 指定夜間対応型訪問介護事業所の管

理者は、当該指定夜間対応型訪問介護 理者は、当該指定夜間対応型訪問介護

事業所の従業者にこの節の規定を遵守 事業所の従業者にこの章の規定を遵守

させるため必要な指揮命令を行うもの させるため必要な指揮命令を行うもの

とする。 とする。

３ 略 ３ 略

（利用定員等） （利用定員等）

第６５条 共用型指定認知症対応型通所 第６５条 共用型指定認知症対応型通所

介護事業所の利用定員（当該共用型指 介護事業所の利用定員（当該共用型指

資 料
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定認知症対応型通所介護事業所におい 定認知症対応型通所介護事業所におい

て同時に共用型指定認知症対応型通所 て同時に共用型指定認知症対応型通所

介護の提供を受けることができる利用 介護の提供を受けることができる利用

者（共用型指定認知症対応型通所介護 者（共用型指定認知症対応型通所介護

事業者が共用型指定介護予防認知症対 事業者が共用型指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者の指定を併せて受 応型通所介護事業者の指定を併せて受

け、かつ、共用型指定認知症対応型通 け、かつ、共用型指定認知症対応型通

所介護の事業と共用型指定介護予防認 所介護の事業と共用型指定介護予防認

知症対応型通所介護の事業とが同一の 知症対応型通所介護の事業とが同一の

事業所において一体的に運営されてい 事業所において一体的に運営されてい

る場合にあっては、当該事業所におけ る場合にあっては、当該事業所におけ

る共用型指定認知症対応型通所介護又 る共用型指定認知症対応型通所介護又

は共用型指定介護予防認知症対応型通 は共用型指定介護予防認知症対応型通

所介護の利用者）の数の上限をい 所介護の利用者）の数の上限をい

う。）は、指定認知症対応型共同生活 う。）は、指定認知症対応型共同生活

介護事業所又は指定介護予防認知症対 介護事業所又は指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業所においては共 応型共同生活介護事業所においては共

同生活住居（法第８条第２０項又は第 同生活住居（法第８条第１９項又は第

８条の２第１５項に規定する共同生活 ８条の２第１５項に規定する共同生活

を営むべき住居をいう。）ごとに、指 を営むべき住居をいう。）ごとに、指

定地域密着型特定施設又は指定地域密 定地域密着型特定施設又は指定地域密

着型介護老人福祉施設においては施設 着型介護老人福祉施設においては施設

ごとに規則で定める基準を満たさなけ ごとに規則で定める基準を満たさなけ

ればならない。 ればならない。

２ 略 ２ 略

（地域との連携等） （地域との連携等）

第７８条 指定認知症対応型通所介護事 第７８条

業者は、指定認知症対応型通所介護の

提供に当たっては、利用者、利用者の
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家族、地域住民の代表者、区の職員又

は指定認知症対応型通所介護事業所が

所在する区域を管轄する法第１１５条

の４６第１項に規定する地域包括支援

センターの職員、認知症対応型通所介

護について知見を有する者等により構

成される協議会（以下この項において

「運営推進会議」という。）を設置

し、おおむね６月に１回以上、運営推

進会議に対し活動状況を報告し、運営

推進会議による評価を受けるととも

に、運営推進会議から必要な要望、助

言等を聴く機会を設けなければならな

い。

２ 指定認知症対応型通所介護事業者

は、前項の報告、評価、要望、助言等

についての記録を作成するとともに、

当該記録を公表しなければならない。

３ 略 略

４ 略 ２ 略

５ 指定認知症対応型通所介護事業者

は、指定認知症対応型通所介護事業所

の所在する建物と同一の建物に居住す

る利用者に対して指定認知症対応型通

所介護を提供する場合には、当該建物

に居住する利用者以外の者に対しても

指定認知症対応型通所介護の提供を行

うよう努めなければならない。

（記録の整備） （記録の整備）
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第７９条 略 第７９条 略

２ 指定認知症対応型通所介護事業者 ２ 指定認知症対応型通所介護事業者

は、利用者に対する指定認知症対応型 は、利用者に対する指定認知症対応型

通所介護の提供に関する次に掲げる記 通所介護の提供に関する次に掲げる記

録を整備し、その完結の日から２年間 録を整備し、その完結の日から２年間

保存しなければならない。 保存しなければならない。

(１)～(５) 略 (１)～(５) 略

(６) 第７８条第２項に規定する報

告、評価、要望、助言等の記録

第１０９条 指定地域密着型サービスに 第１０９条 指定地域密着型サービスに

該当する認知症対応型共同生活介護 該当する認知症対応型共同生活介護

（以下「指定認知症対応型共同生活介 （以下「指定認知症対応型共同生活介

護」という。）の事業は、要介護者で 護」という。）の事業は、要介護者で

あって認知症であるものについて、共 あって認知症であるものについて、共

同生活住居（法第８条第２０項に規定 同生活住居（法第８条第１９項に規定

する共同生活を営むべき住居をいう。 する共同生活を営むべき住居をいう。

以下同じ。）において、家庭的な環境 以下同じ。）において、家庭的な環境

と地域住民との交流の下で入浴、排せ と地域住民との交流の下で入浴、排せ

つ、食事等の介護その他の日常生活上 つ、食事等の介護その他の日常生活上

の世話及び機能訓練を行うことによ の世話及び機能訓練を行うことによ

り、利用者がその有する能力に応じ自 り、利用者がその有する能力に応じ自

立した日常生活を営むことができるよ 立した日常生活を営むことができるよ

うにするものでなければならない。 うにするものでなければならない。

第１２９条 指定地域密着型サービスに 第１２９条 指定地域密着型サービスに

該当する地域密着型特定施設入居者生 該当する地域密着型特定施設入居者生

活介護（以下「指定地域密着型特定施 活介護（以下「指定地域密着型特定施

設入居者生活介護」という。）の事業 設入居者生活介護」という。）の事業

は、地域密着型特定施設サービス計画 は、地域密着型特定施設サービス計画

（法第８条第２１項に規定する計画を （法第８条第２０項に規定する計画を
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いう。以下同じ。）に基づき、入浴、 いう。以下同じ。）に基づき、入浴、

排せつ、食事等の介護その他の日常生 排せつ、食事等の介護その他の日常生

活上の世話、機能訓練及び療養上の世 活上の世話、機能訓練及び療養上の世

話を行うことにより、当該指定地域密 話を行うことにより、当該指定地域密

着型特定施設入居者生活介護の提供を 着型特定施設入居者生活介護の提供を

受ける入居者（以下この章において 受ける入居者（以下この章において

「利用者」という。）が指定地域密着 「利用者」という。）が指定地域密着

型特定施設（地域密着型特定施設であ 型特定施設（地域密着型特定施設であ

って、当該指定地域密着型特定施設入 って、当該指定地域密着型特定施設入

居者生活介護の事業が行われるものを 居者生活介護の事業が行われるものを

いう。以下同じ。）においてその有す いう。以下同じ。）においてその有す

る能力に応じ自立した日常生活を営む る能力に応じ自立した日常生活を営む

ことができるようにするものでなけれ ことができるようにするものでなけれ

ばならない。 ばならない。

２ 略 ２ 略

（従業者の配置の基準） （従業者の配置の基準）

第１５１条 略 第１５１条 略

２～１１ 略 ２～１１ 略

１２ 指定地域密着型介護老人福祉施設 １２ 指定地域密着型介護老人福祉施設

に指定通所介護事業所（指定居宅サー に指定通所介護事業所（指定居宅サー

ビス等基準第９３条第１項に規定する ビス等基準第９３条第１項に規定する

指定通所介護事業所をいう。以下同 指定通所介護事業所をいう。以下同

じ。）、指定短期入所生活介護事業所 じ。）、指定短期入所生活介護事業所

等、指定地域密着型サービスに該当す 等

る地域密着型通所介護の事業を行う者

が当該事業を行う事業所又は併設型指 又は併設型指

定認知症対応型通所介護の事業を行う 定認知症対応型通所介護の事業を行う

事業所若しくは指定地域密着型介護予 事業所若しくは指定地域密着型介護予

防サービス基準条例第５条第１項に規 防サービス基準条例第５条第１項に規
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定する併設型指定介護予防認知症対応 定する併設型指定介護予防認知症対応

型通所介護の事業を行う事業所が併設 型通所介護の事業を行う事業所が併設

される場合においては、当該併設され される場合においては、当該併設され

る事業所の生活相談員、栄養士又は機 る事業所の生活相談員、栄養士又は機

能訓練指導員については、当該指定地 能訓練指導員については、当該指定地

域密着型介護老人福祉施設の生活相談 域密着型介護老人福祉施設の生活相談

員、栄養士又は機能訓練指導員により 員、栄養士又は機能訓練指導員により

当該事業所の利用者の処遇が適切に行 当該事業所の利用者の処遇が適切に行

われると認められるときは、これを置 われると認められるときは、これを置

かないことができる。 かないことができる。

１３～１６ 略 １３～１６ 略

附 則 附 則

１及び２ 略 １及び２ 略

３ 地域における医療及び介護の総合的

な確保を推進するための関係法律の整

備等に関する法律（平成２６年法律第

８３号）附則第２０条第１項に規定す

る通所介護の事業を行う者が、平成２

８年３月３１日までに、厚生労働省令

で定める別段の申出を行った上で、同

年４月１日から第８２条第６項に規定

するサテライト型指定小規模多機能型

居宅介護事業所における事業を開始す

る場合は、平成３０年３月３１日まで

の間、第８６条第１項に規定する宿泊

室を設けないことができる。

第２条による改正（杉並区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防
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のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部改

正）

新 条 例 旧 条 例

（利用定員等） （利用定員等）

第９条 共用型指定介護予防認知症対応 第９条 共用型指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所の利用定員（当該共 型通所介護事業所の利用定員（当該共

用型指定介護予防認知症対応型通所介 用型指定介護予防認知症対応型通所介

護事業所において同時に共用型指定介 護事業所において同時に共用型指定介

護予防認知症対応型通所介護の提供を 護予防認知症対応型通所介護の提供を

受けることができる利用者（共用型指 受けることができる利用者（共用型指

定介護予防認知症対応型通所介護事業 定介護予防認知症対応型通所介護事業

者が共用型指定認知症対応型通所介護 者が共用型指定認知症対応型通所介護

事業者の指定を併せて受け、かつ、共 事業者の指定を併せて受け、かつ、共

用型指定介護予防認知症対応型通所介 用型指定介護予防認知症対応型通所介

護の事業と共用型指定認知症対応型通 護の事業と共用型指定認知症対応型通

所介護の事業とが同一の事業所におい 所介護の事業とが同一の事業所におい

て一体的に運営されている場合にあっ て一体的に運営されている場合にあっ

ては、当該事業所における共用型指定 ては、当該事業所における共用型指定

介護予防認知症対応型通所介護又は共 介護予防認知症対応型通所介護又は共

用型指定認知症対応型通所介護の利用 用型指定認知症対応型通所介護の利用

者）の数の上限をいう。）は、指定認 者）の数の上限をいう。）は、指定認

知症対応型共同生活介護事業所又は指 知症対応型共同生活介護事業所又は指

定介護予防認知症対応型共同生活介護 定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業所においては共同生活住居（法第 事業所においては共同生活住居（法第

８条第２０項又は第８条の２第１５項 ８条第１９項又は第８条の２第１５項

に規定する共同生活を営むべき住居を に規定する共同生活を営むべき住居を

いう。）ごとに、指定地域密着型特定 いう。）ごとに、指定地域密着型特定

施設又は指定地域密着型介護老人福祉 施設又は指定地域密着型介護老人福祉
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施設においては施設ごとに規則で定め 施設においては施設ごとに規則で定め

る基準を満たさなければならない。 る基準を満たさなければならない。

２ 略 ２ 略

（地域との連携等） （地域との連携等）

第３９条 指定介護予防認知症対応型通 第３９条

所介護事業者は、指定介護予防認知症

対応型通所介護の提供に当たっては、

利用者、利用者の家族、地域住民の代

表者、区の職員又は指定介護予防認知

症対応型通所介護事業所が所在する区

域を管轄する法第１１５条の４６第１

項に規定する地域包括支援センターの

職員、介護予防認知症対応型通所介護

について知見を有する者等により構成

される協議会（以下この項において

「運営推進会議」という。）を設置

し、おおむね６月に１回以上、運営推

進会議に対し活動状況を報告し、運営

推進会議による評価を受けるととも

に、運営推進会議から必要な要望、助

言等を聴く機会を設けなければならな

い。

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護

事業者は、前項の報告、評価、要望、

助言等についての記録を作成するとと

もに、当該記録を公表しなければなら

ない。

３ 略 略

４ 略 ２ 略
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５ 指定介護予防認知症対応型通所介護

事業者は、指定介護予防認知症対応型

通所介護事業所の所在する建物と同一

の建物に居住する利用者に対して指定

介護予防認知症対応型通所介護を提供

する場合には、当該建物に居住する利

用者以外の者に対しても指定介護予防

認知症対応型通所介護の提供を行うよ

う努めなければならない。

（記録の整備） （記録の整備）

第４０条 略 第４０条 略

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護 ２ 指定介護予防認知症対応型通所介護

事業者は、利用者に対する指定介護予 事業者は、利用者に対する指定介護予

防認知症対応型通所介護の提供に関す 防認知症対応型通所介護の提供に関す

る次に掲げる記録を整備し、その完結 る次に掲げる記録を整備し、その完結

の日から２年間保存しなければならな の日から２年間保存しなければならな

い。 い。

(１)～(５) 略 (１)～(５) 略

(６) 前条第２項に規定する報告、評

価、要望、助言等の記録

第６２条 削除 （地域との連携等）

第６２条 指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業者は、指定介護予防小規

模多機能型居宅介護の提供に当たって

は、利用者、利用者の家族、地域住民

の代表者、区の職員又は指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業所が所在

する区域を管轄する法第１１５条の４

６第１項に規定する地域包括支援セン
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ターの職員、介護予防小規模多機能型

居宅介護について知見を有する者等に

より構成される協議会（以下この項に

おいて「運営推進会議」という。）を

設置し、おおむね２月に１回以上、運

営推進会議に対し通いサービス及び宿

泊サービスの提供回数等の活動状況を

報告し、運営推進会議による評価を受

けるとともに、運営推進会議から必要

な要望、助言等を聴く機会を設けなけ

ればならない。

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業者は、前項の報告、評価、要

望、助言等についての記録を作成する

とともに、当該記録を公表しなければ

ならない。

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業者は、その事業の運営に当たっ

ては、地域住民又はその自発的な活動

団体等との連携及び協力を行う等の地

域との交流を図らなければならない。

４ 指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業者は、その事業の運営に当たっ

ては、提供した指定介護予防小規模多

機能型居宅介護に関する利用者からの

苦情に関して、区等が派遣する者が相

談及び援助を行う事業その他の区が実

施する事業に協力するよう努めなけれ

ばならない。
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５ 指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業者は、指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所の所在する建物と

同一の建物に居住する利用者に対して

指定介護予防小規模多機能型居宅介護

を提供する場合には、当該建物に居住

する利用者以外の者に対しても指定介

護予防小規模多機能型居宅介護の提供

を行うよう努めなければならない。

（記録の整備） （記録の整備）

第６４条 略 第６４条 略

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介 ２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業者は、利用者に対する指定介護 護事業者は、利用者に対する指定介護

予防小規模多機能型居宅介護の提供に 予防小規模多機能型居宅介護の提供に

関する次に掲げる記録を整備し、その 関する次に掲げる記録を整備し、その

完結の日から２年間保存しなければな 完結の日から２年間保存しなければな

らない。 らない。

(１)～(７) 略 (１)～(７) 略

(８) 次条において準用する第３９条 (８) 第６２条第２項

第２項に規定する報告、評価、要 に規定する報告、評価、要

望、助言等の記録 望、助言等の記録

（準用） （準用）

第６５条 第１１条から第１５条まで、 第６５条 第１１条から第１５条まで、

第２１条、第２３条、第２４条、第２ 第２１条、第２３条、第２４条、第２

６条、第２８条、第３１条から第３６ ６条、第２８条、第３１条から第３６

条まで及び第３７条（第４項を除 条まで、第３７条 （第４項を除

く。）から第３９条までの規定は、指 く。）及び第３８条 の規定は、指

定介護予防小規模多機能型居宅介護の 定介護予防小規模多機能型居宅介護の

事業について準用する。この場合にお 事業について準用する。この場合にお
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いて、第１１条第１項中「第２７条に いて、第１１条第１項中「第２７条に

規定する運営規程」とあるのは「第５ 規定する運営規程」とあるのは「第５

７条に規定する重要事項に関する規 ７条に規定する重要事項に関する規

程」と、「介護予防認知症対応型通所 程」と、「介護予防認知症対応型通所

介護従業者」とあるのは「介護予防小 介護従業者」とあるのは「介護予防小

規模多機能型居宅介護従業者」と、第 規模多機能型居宅介護従業者」と、第

２６条第２項中「この節」とあるのは ２６条第２項中「この節」とあるのは

「第３章第４節」と、第２８条第３項 「第３章第４節」と、第２８条第３項

及び第３２条中「介護予防認知症対応 及び第３２条中「介護予防認知症対応

型通所介護従業者」とあるのは「介護 型通所介護従業者」とあるのは「介護

予防小規模多機能型居宅介護従業者」 予防小規模多機能型居宅介護従業者」

と、第３９条第１項中「介護予防認知 と読み替える

症対応型通所介護について知見を有す

る者」とあるのは「介護予防小規模多

機能型居宅介護について知見を有する

者」と、「６月」とあるのは「２月」

と、「活動状況」とあるのは「通いサ

ービス及び宿泊サービスの提供回数等

の活動状況」と読み替えるものとす ものとす

る。 る。

（記録の整備） （記録の整備）

第８５条 略 第８５条 略

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活 ２ 指定介護予防認知症対応型共同生活

介護事業者は、利用者に対する指定介 介護事業者は、利用者に対する指定介

護予防認知症対応型共同生活介護の提 護予防認知症対応型共同生活介護の提

供に関する次に掲げる記録を整備し、 供に関する次に掲げる記録を整備し、

その完結の日から２年間保存しなけれ その完結の日から２年間保存しなけれ

ばならない。 ばならない。

(１)～(６) 略 (１)～(６) 略
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(７) 次条において準用する第３９条 (７) 次条において準用する第６２条

第２項に規定する報告、評価、要 第２項に規定する報告、評価、要

望、助言等の記録 望、助言等の記録

（準用） （準用）

第８６条 第１１条、第１２条、第１４ 第８６条 第１１条、第１２条、第１４

条、第１５条、第２３条、第２４条、 条、第１５条、第２３条、第２４条、

第２６条、第３１条から第３４条ま 第２６条、第３１条から第３４条ま

で、第３６条、第３７条（第４項を除 で、第３６条、第３７条（第４項を除

く。）から第３９条まで、第５６条、 く。）、第３８条 、第５６条、

第５９条及び第６１条 の規 第５９条、第６１条及び第６２条の規

定は、指定介護予防認知症対応型共同 定は、指定介護予防認知症対応型共同

生活介護の事業について準用する。こ 生活介護の事業について準用する。こ

の場合において、第１１条第１項中 の場合において、第１１条第１項中

「第２７条に規定する運営規程」とあ 「第２７条に規定する運営規程」とあ

るのは「第８０条に規定する重要事項 るのは「第８０条に規定する重要事項

に関する規程」と、「介護予防認知症 に関する規程」と、「介護予防認知症

対応型通所介護従業者」とあるのは 対応型通所介護従業者」とあるのは

「介護従業者」と、第２６条第２項中 「介護従業者」と、第２６条第２項中

「この節」とあるのは「第４章第４ 「この節」とあるのは「第４章第４

節」と、第３２条中「介護予防認知症 節」と、第３２条中「介護予防認知症

対応型通所介護従業者」とあるのは 対応型通所介護従業者」とあるのは

「介護従業者」と、第３９条第１項中 「介護従業者」と、第５６条中

「介護予防認知症対応型通所介護につ

いて知見を有する者」とあるのは「介

護予防認知症対応型共同生活介護につ

いて知見を有する者」と、「６月」と

あるのは「２月」と、第５６条中「介 「介

護予防小規模多機能型居宅介護従業 護予防小規模多機能型居宅介護従業

者」とあるのは「介護従業者」と、第 者」とあるのは「介護従業者」と、第
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５９条中「指定介護予防小規模多機能 ５９条中「指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者」とあるのは「指定 型居宅介護事業者」とあるのは「指定

介護予防認知症対応型共同生活介護事 介護予防認知症対応型共同生活介護事

業者」と 業者」と、第６２条第１項中「介護予

防小規模多機能型居宅介護について知

見を有する者」とあるのは「介護予防

認知症対応型共同生活介護について知

見を有する者」と、「通いサービス及

び宿泊サービスの提供回数等の活動状

読み替 況」とあるのは「活動状況」と読み替

えるものとする。 えるものとする。

附 則 附 則

１及び２ 略 １及び２ 略

３ 地域における医療及び介護の総合的

な確保を推進するための関係法律の整

備等に関する法律（平成２６年法律第

８３号）附則第２０条第１項に規定す

る通所介護の事業を行う者が、平成２

８年３月３１日までに、厚生労働省令

で定める別段の申出を行った上で、同

年４月１日から第４４条第６項に規定

するサテライト型指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所における事業

を開始する場合は、平成３０年３月３

１日までの間、第４８条第１項に規定

する宿泊室を設けないことができる。


